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【手続補正書】
【提出日】平成30年5月23日(2018.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、複数の画素と、樹脂よりなる平坦化層と、を有し、
　前記画素が、前記基板側から、下部電極、有機化合物層及び上部電極をこの順で有する
発光素子を有する発光装置であって、
　前記平坦化層は、前記有機化合物層から、前記基板の面内方向において離間して配置さ
れている
　ことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記複数の画素を駆動する画素回路が前記基板上に配置され、
　前記平坦化層は、前記画素回路の上方に配置されている
　ことを特徴とする請求項１記載の発光装置。
【請求項３】
　前記画素回路は、前記画素の前記基板の短手方向における隣に配置されている
　ことを特徴とする請求項２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記複数の画素の前記発光素子のそれぞれに接続された配線が前記基板上に配置され、
　前記平坦化層は、前記配線の上方に配置されている
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　ことを特徴とする請求項２又は３記載の発光装置。
【請求項５】
　前記配線は、前記画素の前記基板の短手方向における隣に配置されている
　ことを特徴とする請求項４に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記画素回路、前記画素、前記配線は、前記基板の短手方向において、この順で配置さ
れている
　ことを特徴とする請求項５に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記発光素子及び前記平坦化層を覆う封止層を更に有する
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記基板上に配置され、前記発光素子が形成された空間を封止する封止基板を更に有す
る
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記発光素子及び前記平坦化層を覆う封止層と、
　前記基板上に配置され、前記発光素子が形成された空間を封止する封止基板と、を更に
有し、
　前記封止層と前記封止基板とが、離間している
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１０】
　封止された前記空間に吸湿剤をさらに有する
　ことを特徴とする請求項８に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記下部電極の端を覆い、無機化合物からなる隔壁層を更に有する
　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１２】
　前記平坦化層は、前記隔壁層の上に配置されている
　ことを特徴とする請求項１１記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記平坦化層は、前記基板の主面方向からの平面視において、前記有機化合物層と重な
らない
　ことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１４】
　感光体と、前記感光体を露光する露光部と、前記感光体を帯電する帯電部と、前記感光
体に現像剤を付与する現像部と、を有する画像形成装置であって、
　前記露光部は、請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の発光装置を有し、
　前記複数の画素の前記発光素子は、前記感光体の長軸方向に沿って配置されている
　ことを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の一観点によれば、基板上に、複数の画素と、樹脂よりなる平坦化層と、を有し
、前記画素が、前記基板側から、下部電極、有機化合物層及び上部電極をこの順で有する
発光素子を有する発光装置であって、前記平坦化層は、前記有機化合物層から、前記基板
の面内方向において離間して配置されている発光装置が提供される。
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